
67％です。

によって算定した、「賃金月額」が495,900円を超える場合は、「賃金月額」は495,900円となり
ます。（これに伴い、1支給対象期間あたりの介護休業給付金の上限額は332,253円となります。）

77,310 77,310
令和4

67

13

13

67

☆　介護休業給付金は、一回の介護休業につき、毎回、介護休業開始日から起算した1か月ごとの
期間（その1か月の間に介護休業終了日を含む場合はその介護休業終了日までの期間。これらの
各期間を「支給単位期間」といいます。）の支給額を計算し、支給します。
☆　介護休業を分割して取得される場合は、分割して支給することになります。
☆　介護休業給付金の対象となる一回の介護休業期間は最長３か月ですので、介護休業給付金の支
給対象は、一回につき、最大３支給単位期間ということになります。
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雇用環境・均等部（室）

令　和

令和

について、これまでの介護休業をした回数及び日数

、

回

（　　　　　回）

既に 2回連続して撤回した場合、

再度申出の理由


